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上越市規則第１７号 

上越市軽費老人ホーム条例施行規則の一部を改正する規則 

上越市軽費老人ホーム条例施行規則（昭和５５年上越市規則第９号）の一部を次のように

改正する。 

別表第１中「５１ ,６４５円」を「５２ ,２２４円」に、「４３ ,７０４円」を    

「４４,１９４円」に改め、同表備考１中「５,９６６円」を「６,０７６円」に改める。 

別表第２中「８６ ,４００」を「８６ ,９００」に、「１０８，９００」を      

「１０９，６００」に改め、同表備考２⑵の表中「１０８，９００」を「１０９，６００」

に改める。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の別表第１及び別表第２の規定は、令和６年４月分の利用料金から適用し、同年

３月分までの利用料金については、なお従前の例による。 


